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（仮称）米沢市マスメディアを活用したシティプロモーション業務委託 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１ 目的 

米沢市では、令和 7 年 2 月に策定したシティプロモーション戦略に基づき、米沢市を「選ばれるまち」に

し、「米沢ファンを増やす」ことを目標としており、市外の２０代から３０代の若者をメインターゲットとして

「好きなこと思いっきり米沢」をキャッチコピーに、専用サイトや SNS で情報発信を行っている。 

今年度は、本市と継続的に関わる観光や関係人口を増やす取組を強化するため、首都圏を中心に全

国へ本市の自然環境、食文化、産品、サービス等の資源を伝えるために観光プロモーション活動を実施

する。 

これに伴い、本事業の実施効果の最大化に寄与するため、この要領に基づき受託候補者を選定するた

めの公募型プロポーザルを実施する。 

 

２ 業務委託の概要  

⑴ 業務名 

（仮称）米沢市マスメディアを活用したシティプロモーション業務 

⑵ 業務内容  

 ① テレビドラマの企画運営 

    想定する内容：地域密着型のドラマシリーズに、米沢市を題材としたエピソードを挿入する。 

 ② 首都圏の地上波放送枠での放送 

 ③ テレビ放送後、一定期間において見逃し配信サービスによる配信 

 ④ 配信プラットフォーム（SVOD）での配信 

 ⑤ SNS 等を活用した事前・事後プロモーション 

 ⑥ 業務報告書その他成果品の作成及び納品 

※ 詳細は「（仮称）米沢市マスメディアを活用したシティプロモーション業務委託仕様書」を参照の 

こと。 

⑶ 履行期間  

契約締結日から令和９年３月 31 日まで  

⑷ 業務委託料の提案上限額  

9,900,000 円（消費税及び地方消費税を含む。） 

※打ち合わせや番組の企画制作に係る交通費など業務委託に関わる全ての費用を含む。 

※追加提案を行う場合、追加提案実現に要する費用も含めて、提案上限額内に収めること。 

※この金額は、契約時の予定価格を示すものではなく、番組制作・企画内容の規模を示すもので

あることに留意のこと。 

 

３ 参加資格要件 

本プロポーザル参加申請日において、以下の要件を全て満たす法人とする。 

 ⑴ 米沢市契約規則（昭和５３年３月３０日規則第５号）第２３条第２項に規定する指名競争入札参加者
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登録簿に登録されている者又は本市が定める期間において、本業務に係る参加資格審査申請書等

必要書類を提出し、正式に受理された者であること。 

 ⑵ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条の規定による更生手続開始の申立てが行われたもの

又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条の規定による再生手続開始の申立てが行われた

ものでないこと。 

 ⑶ 会社法（平成１７年法律第８６号）第４７５条若しくは第６４４条の規定に基づく清算の開始、又は破産

法（平成１６年法律第７５号）第１８条若しくは第１９条の規定に基づく破産手続開始の申立がなされ

てないこと。 

 ⑷ 米沢市競争入札参加資格者指名停止規程（平成６年３月３１日告示第６６号）に基づく本市の指名停

止期間中でないこと。 

 ⑸ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項に該当する者でないこと。 

 ⑹ 米沢市暴力団排除条例（平成２４年３月２８日条例第１号）第２条に規定する暴力団、暴力団員又は

これらの者と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。 

 ⑺ 米沢市税、法人税、消費税及び地方消費税に滞納がないこと。 

 ⑻ 過去５年以内（令和３年度から令和７年度までの間）に、元請け又は下請けとして国の機関又は他の

自治体において本業務と同種又は類似業務の受託実績を有するものであること。 

 ⑼ 首都圏を中心とする地上波において、本業務の仕様に適合する放送枠を確保し、又は確保する見

込みを有する者であること。 

 

４ スケジュール  

 ⑴ 実施スケジュール（予定）  

項 目 期 日 

本プロポーザルの公告 令和８年４月２７日㈪ 

質問書受付期間 令和８年４月２７日㈪ から 

令和８年５月 0７日㈭ １５時まで 

質問書回答 令和８年５月０８日㈮ １５時まで(随時) 

参加表明書等の提出期限 令和８年５月１２日㈫ 必着 

企画提案書の提出期限 令和８年５月２０日㈬ 必着 

プロポーザル審査及び 

受託候補者の決定 
令和８年５月２１日㈭ 予定 

審査結果通知 令和８年５月２２日㈮ 予定 

契約締結 令和８年５月２２日㈮ 以降 

 

 ⑵ 資料の交付 

     本市ホームページに次の資料を掲載するので、適宜ダウンロードすること。 

    ① 実施要領 

    ②  仕様書（別紙１） 

    ③  質問書及び参加表明書類（様式１～５） 

    ④ 参加資格審査申請書等一式 
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５ 質問書の受付及び回答 

⑴ 提出書類 

質問書（様式１） 

⑵ 提出方法 

質問書（様式１）に質問内容を記載し、電子メールで魅力推進課まで提出すること。また、電話によ

り受信確認を行うこと。 

⑶ 受付期間 

令和８年４月２７日㈪ から 令和８年５月７日㈭ １５時まで 

⑷ 回答方法 

質問に対する回答は、令和８年５月８日㈮１５時までに、電子メールで随時回答する。また、回答

内容は、実施要領及び関係する書類の追加、修正として取り扱うものとする。 

 

６ 参加表明書類の提出 

⑴ 提出書類及び提出期限 

  ① 参加表明書類 

№ 書類名 様式 提出部数 提出期限 

１ 参加表明書 様式２ 

１ 部 
令和８年５月１２日㈫ 

 必着 

２ 事業者概要調書 様式３ 

３ 業務実績調書 様式４ 

４ 実施体制調書 様式５ 

 

② 参加資格審査申請書等必要書類(指名競争入札参加者登録簿に登録されていない者) 

№ 書類名 様式 提出部数 提出期限 

１ 参加資格審査申請書 様式１ 

１ 部 
令和８年５月１２日㈫ 

 必着 

２ 経営状況調書 様式２ 

３ 許認可一覧表 様式３ 

４ 営業所一覧表 様式４ 

５ 委任状 様式５ 

６ 使用印鑑届 様式６ 

７ 指名停止等措置状況調書 様式７ 

８ 納税証明書  

９ 印鑑証明書  

10 暴力団排除に関する誓約書 様式第２号の３ 

 

⑵ 提出方法 

直接持参又は郵送により魅力推進課に提出すること。 

ア 郵送の場合は、提出期限必着とし、特定記録郵便等の配達記録が残る方法で発送すること。 

発送後、到着の有無について魅力推進課へ確認すること。 

イ 直接持参する場合は、執務時間中（平日８時３０分から１７時１５分まで）に魅力推進課に持参す

ること。 
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⑶ 参加資格審査と審査結果の通知 

参加表明を行った事業者の参加資格を審査し、参加資格審査結果の通知を行う。また、参加資

格があると認めた事業者に対して企画提案書の提出を求めるものとする。 

 

７ 企画提案書類の提出 

⑴ 提出書類 

№ 書類名 様式 提出部数 提出期限 

1 
企画提案書（パワーポイン

ト、任意様式） 

任意様式 

（Ａ４横版基本） 

７部 

複写可 

令和８年５月２０日㈬ 

必着 

2 提案価格見積書 

任意様式 
3 提案価格積算内訳 

4 
放送枠の確保又は放送見

込みに関する資料 

       

⑵ 企画提案書の内容 

企画提案書作成は、別紙仕様書を参照の上、以下の内容を記載すること。 

ア 業務実施方針及び本業務の目的との整合性 

イ 番組又は企画の概要（キャスティング、放送媒体、想定放送時期、放送対象地域、放送枠の概要

及び放送尺を含む。） 

ウ 本市の自然環境、食文化、産品、サービス等の資源を自然かつ効果的に訴求する手法 

エ 見逃し配信サービスによる配信の実施内容 

オ 配信プラットフォーム（SVOD）による配信の実施内容 

カ SNS 等を活用した事前・事後プロモーションの内容 

キ 効果測定又は事業効果の検証方法 

ク 実施スケジュール 

ケ 実施体制及び関係機関との調整方法 

コ 提案価格及び積算内訳 

サ その他自由提案 

 ※本業務の目的達成に資する独自提案がある場合は記載すること。なお、自由提案の内容は、そ

の内容に応じて評価基準において総合的に評価するものとし、自由提案のみをもって独立して

加点するものではない。 

⑶ 提出方法 

直接持参又は郵送による。 

ア 郵送の場合は、提出期限必着とし、特定記録郵便等の配達記録が残る方法で発送すること。発

送後、到着の有無について魅力推進課へ確認すること。 

イ 直接持参する場合は、執務時間中（平日８時３０分から１７時１５分まで）に魅力推進課に持参す

ること。 

ウ 電子的媒体による参考資料動画等がある場合は、電子メールにより提出すること。また、電話に

より受信確認を行うこと。 



5 

⑷ 企画提案書作成の留意事項 

 ア 提案は１者につき１案とする。 

 イ 仕様書に適合しない提案又は提案上限額を超える提案は失格とする。 

 ウ 企画提案書は A4 横版を基本とし、ページ数は概ね２０ページ以内で作成すること。 

 エ 企画提案書の審査は全て匿名で行うため、企画提案書には会社名及び会社名を類推できる固

有名詞、ロゴマーク等は一切記載しないこと。記載がある場合は、審査資料の該当部分を黒塗り

する場合がある。また、匿名性を担保するため、参加表明をした事実は、審査結果の通知まで一

切公表しないこと。 

 オ 企画提案書の著作権は、参加者に帰属するものとし、参加者の技術情報保護の観点から、原則

として非公開とする。ただし、米沢市情報公開・個人情報保護審査会で公開を決定された場合

はこの限りではない。また、受託候補者の企画提案書については、本プロポーザルに関する報告

等のために承諾を得たうえで公表する場合がある。 

 カ 特許権、実用新案権、意匠権及び商標権等、日本国の法令に基づいて保護される第三者の権

利の対象となっているものを企画提案書の作成に使用することにより生ずる責任は、参加者が

負うものとする。 

  

８ 評価基準 

 ⑴ 審査項目 

種 別 審査項目 配 点 

企画提案書 業務理解・目的適合性 10 点 

企画内容 25 点 

放送・配信効果 15 点 

事前・事後広報 10 点 

効果測定・検証方法 5 点 

実施体制・実現性 10 点 

提案価格及び積算内訳の妥当性 5 点 

業務実績調書（様式 4） 類似業務実績 20 点 

合計  100 点 

 

⑵ 評価基準 

評価 評価内容 点数の算出方法（配分率） 

Ａ 特に優れている  配点×１.0 

Ｂ 優れている 配点×0.８ 

Ｃ 普通  配点×0.６ 

Ｄ やや劣る  配点×0.４ 

Ｅ 劣る  配点×0.２ 

Ｆ 不可  配点×０.0 

 

９ 審査の実施及び結果の通知 

 ⑴  審査委員会の設置 

    本プロポーザルにおける受託候補者の選定は、「（仮称）米沢市マスメディアを活用したシティプロ

モーション業務委託公募型プロポーザル審査委員会」（以下「審査委員会」という。）を設置し、当該
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審査委員会において、実施要領及び評価基準に基づき審査を行う。なお、審査は非公開とし、選考

結果等に関する異議申し立ては、一切受け付けない。 

 ⑵ 審査方法 

審査委員会により提出書類及び提案価格について書面審査を行う。審査は、実施要領及び評価基

準に基づき採点し、総得点が配点合計の１００分の６０以上である提案のうち、最も高い得点を得た者

を受託候補者として選定する。 

提案者が１者のみである場合においても審査を実施し、実施要領及び評価基準を満たすと認めら

れるときは、当該提案者を受託候補者として選定することができる。 

最高得点者が複数ある場合は、「企画内容」、「実施体制・実現性」、「提案価格」の順に評価点の高

い者を上位とする。なお、決しない場合は、審査委員会の協議により決定する。 

 ⑶ 審査結果の通知 

   ① 審査結果は、全ての参加者へ令和８年５月２２日㈮に電子メールにて通知する。 

   ② 審査結果については、順位１位の受託候補者の名称（2 位以下は記号表記）、合計評価点を本市

ホームページで公表する。なお、これ以外の審査内容の問い合わせは受け付けない。また、企業

ノウハウ等に属し、秘密とすべき事項があれば、あらかじめ当該事項を提案の際に特定し、当市

に説明すること。 

 

１０ 資格の喪失 

参加者が次のいずれかに該当するときは、受託候補者としないものとし、既に提出された企画提案書

を無効とし、当該参加者に対し理由を付して通知するものとする。 

⑴ 「３ 参加資格要件」で規定した参加資格を満たさないこととなったとき。 

⑵ 提出書類に虚偽の記載をしたことが判明したとき。 

⑶ 参加者に審査の公平性を害する行為や著しく信義に反する行為がある場合 

⑷ その他、実施要領で示した条件に違反したとき。 

 

１１ 契約の締結 

⑴ 契約方法 

審査結果に基づき選定した１位の受託候補者と協議し、協議結果及び企画提案書の内容を反映し

た仕様書等の調整を行った上で、米沢市契約規則（昭和５３年３月３０日規則第５号）の定めにより契

約を締結する。なお、協議及び調整の結果、提案内容が全て仕様書に反映されるものではない。 

１位の受託候補者が辞退した場合又は協議が不調となった場合は、審査により順位付けられた上

位の者から順に協議を行い、契約を締結するものとする。 

⑵ 契約金額 

   契約金額は、原則として受託候補者が提出した提案価格見積書の金額以内とする。 

  

１２ プロポーザルの延期又は中止 

次の場合、本プロポーザルを延期又は中止とする。 

⑴ 自然災害等のやむを得ない理由により、本プロポーザルを実施できないと認められる場合 
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⑵ 参加者がいない場合 

⑶ 参加者の全てが資格喪失となった場合 

 

１３ その他 

⑴ 本プロポーザルの参加に要する費用は、全て参加者の負担とする。また、本事業の実施に至らなか

った場合又は延期となった場合でも、その費用を本市に請求することはできない。 

⑵ 提出書類等は返却しない。 

⑶ 提出期限後の企画提案書の提出及び差し替えは認めない。 

⑷ 採用された企画提案については、内容の一部変更を指示することがある。 

⑸ この要領に定めのない事項については、別途協議のうえ決定する。 

⑹ このプロポーザルに参加した者は、この実施要領に同意したものとみなす。 

⑺ 参加表明書の提出後に辞退する場合は、任意様式により魅力推進課へ届出をすること。辞退は自

由であり、辞退をしても以後における不利益は被らない。 

⑻ この実施要領に定めるもののほか、必要な事項については別に定める。 

 

１４ 参考資料 

⑴ 米沢市総合計画（よねざわしあわせビジョン２０３５）  

⑵ 米沢市シティプロモーション戦略（要請求） 

 

1５ プロポーザルに関する問い合わせ先 

米沢市企画調整部魅力推進課 魅力発信担当  

住所：〒９９２－８５０１ 山形県米沢市金池五丁目２番２５号 

電話：０２３８－２２－５１１１（代表） 内線 2620～2621 

メール：miryoku-ka＠ｃｉｔｙ．ｙｏｎｅｚａｗａ．ｌｇ．ｊｐ 

 


